
ス
マ
ソ
る
レ
シ
ピ
教
室
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

　
塩
分
摂
り
す
ぎ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

福
岡
県
で
は
ス
マ
ー
ト
に
ソ
ル
ト
を

使
う
減
塩
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
T
R
Y
!

ス
マ
ソ
る
？
」
を
進
行
中
で
す
。
福
岡
県

産
の
新
鮮
な
食
材
や
調
味
料
の
工
夫
で

減
塩
で
も
お
い
し
い
料
理
を
作
り
ま
す
。

▽�

と
き　
令
和
７
年
1
月
9
日
木
・
午

前
９
時
30
分
（
受
け
付
け
は
９
時
15

分
か
ら
）
～
午
後
１
時

▽�

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
４
階

▽�

定
員　
20
人

▽�

参
加
費　
４
０
０
円

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾

（
貸
し
出
し
あ
り
）

▽�

申
し
込
み　
12
月
26
日
木
ま
で
に
、
２

次
元
コ
ー
ド
か
ら
。
ま
た
は
健
康
づ
く

り
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
３
）
へ

み
ん
な
で
元
気
に
な
ろ
う
や
！
講
座

「
歯
の
健
康
と
食
事
の
話
」

　

歯
の
健
康
は
、
全
身
の
健
康
に
影
響

を
与
え
ま
す
。
自
分
の
歯
で
お
い
し
く

食
べ
る
た
め
に
、
歯
の
健
康
の
こ
と
を

学
び
ま
し
ょ
う
。
歯
科
衛
生
士
・
管
理

栄
養
士
が
話
を
し
ま
す
。

▽�

と
き　
12
月
17
日
火
・
午
前
９
時
30

分
（
受
け
付
け
は
９
時
15
分
か
ら
）

～
午
後
１
時

▽�

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
４
階

▽�

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
人

▽
定
員　
15
人

▽
参
加
費　
無
料　

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　

健
診
結
果
表
、

筆
記
用
具
、
歯
ブ
ラ
シ
、
ハ
ン
カ
チ

▽�

申
し
込
み　

12
月
10
日
火
ま
で
に
、

２
次
元
コ
ー
ド
か
ら
。

ま
た
は
健
康
づ
く
り

係
（
☎
２
２
３
‐
３

５
３
３
）
へ

ふ
れ
あ
い
ク
ッ
キ
ン
グ
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

　

芦
屋
の
食
材
を
使
っ
た
料
理
や
郷
土

料
理
な
ど
を
中
心
と
し
た
調
理
実
習
を

行
い
ま
す
。
年
齢
、
性
別
関
係
な
く
誰

で
も
参
加
で
き
ま
す
。
栄
養
バ
ラ
ン
ス

に
配
慮
し
た
健
康
な
食
生
活
と
一
緒
に
、

芦
屋
の
食
文
化
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

▽�

と
き　
12
月
20
日
金
・
午
前
９
時
30

分
（
受
け
付
け
は
９
時
15
分
か
ら
）

～
午
後
１
時

▽
と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
４
階

▽
対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
人

▽
定
員　
12
人

▽
参
加
費　
４
０
０
円

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾

（
貸
し
出
し
あ
り
）

12 月の日曜開館日　１日・15 日

申し込みフォーム

申し込みフォーム申し込みフォーム

健
康
・
子
育
て

た ん ぽ ぽ コ ー ナ ーた ん ぽ ぽ コ ー ナ ー

対象は、就学前のこどもと保護者です。
●問い合わせ　芦屋町子育て支援センター

 「たんぽぽ」（☎２２１‐２５６７）

　 ▽  とき　12月 18日水・午前 10時～正午
　※町内に住んでいる人のみ予約できます。
　【離乳食の日】（５組限定）
　　管理栄養士による栄養指導と進め方相談
　 ▽  とき　12 月 10 日火・午前 10 時 30 分～ 11
時 30分

　※ 12月３日火から予約開始
　※�実際には食べませんが、家庭で作った離乳食や
市販のベビーフードの形状や種類などのアドバ
イスをします。

　【たんぽぽ相談】保健師・管理栄養士による相談
　　�12 月の相談日はありませんが、気になること
があれば、気軽に電話をしてください。

 　  ※次回は、令和７年１月 14日火です。

　※年末年始のお知らせ（たんぽぽのお休み）
　　12月 29日日から令和７年１月３日金まで

♥にこにこ絵本

　 ▽  とき　12月 2日月・午前 11時～ 11時 30分
♥すくすく広場「栄養の話」（10 組限定）

　 ▽  とき　12月３日火・午前 10時～ 11時
　※ 11月 28日木から予約開始
♥クリスマス会（15組限定）

　 ▽ �とき　12月６日金・午前 10時～ 11時
　※ 11月 22日金から予約開始
♥絵本タイム

　 ▽ �とき　12月 20日金・午前 11時～ 11時 30分
♥育児相談
　【ほほえみ相談】�小児専門の臨床心理士による相談

みんな来てね、出前たんぽぽ広場

▽  とき　12月 18日水・午前 10時～正午

▽  ところ　山鹿公民館和室
※�たんぽぽスタッフが絵本やおもちゃを
用意して待っています。

広報あしや　2024.12芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp ⑱



▽�
申
し
込
み　
12
月
13
日
金
ま
で
に
、
2

次
元
コ
ー
ド
か
ら
。
ま
た
は
健
康
づ
く

り
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
３
）
へ

ハ
ロ
ー
！
Ｂ
ａ
ｂ
ｙ
教
室
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

　

赤
ち
ゃ
ん
を
迎
え
る
た
め
の
教
室
で

す
。
子
育
て
の
こ
と
を
楽
し
く
勉
強
し

ま
せ
ん
か
。

▽�

と
き　
12
月
８
日
日
・
午
前
９
時
15

分
（
受
け
付
け
は
９
時
か
ら
）
～
午

後
０
時
30
分
ご
ろ

▽
と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
４
階

▽�

内
容　
助
産
師
に
よ
る
赤
ち
ゃ
ん
を

迎
え
る
た
め
の
話
、
風
呂
の
入
れ
方

（
実
習
）、
マ
タ
ニ
テ
ィ
ヨ
ガ
、
パ
パ

の
妊
婦
体
験
、
栄
養
士
に
よ
る
妊
娠

中
の
栄
養
の
話

▽
対
象　
妊
婦
と
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー

▽
参
加
費　
無
料

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　
母
子
健
康
手
帳
、

母
子
健
康
手
帳
副
読
本
、
筆
記
用
具
、

バ
ス
タ
オ
ル

▽�

申
し
込
み　

12
月
５
日
木
ま
で
に
、

健
康
づ
く
り
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５

３
３
）
へ

ぱ
く
ぱ
く
料
理
教
室

離
乳
食
・
幼
児
食
作
り
体
験

　

大
人
の
食
事
を
作
り
な
が
ら
、
こ
ど

も
の
年
齢
に
合
わ
せ
た
取
り
分
け
離
乳

食
・
幼
児
食
作
り
を
学
び
ま
す
。
託
児

が
あ
り
ま
す
の
で
、

マ
マ
・
パ
パ
た
ち
と

ゆ
っ
く
り
料
理
を
楽

し
み
ま
し
ょ
う
。
調

理
実
習
後
は
こ
ど
も

も
一
緒
に
楽
し
い
ラ

ン
チ
タ
イ
ム
で
す
。

※�

１
歳
６
カ
月
未
満
用
の
離
乳
食
は
保

護
者
の
試
食
の
み
で
す
。

▽�

と
き　

12
月
６
日
金
・
午
前
９
時
15

分
（
受
け
付
け
は
９
時
か
ら
）
～
午
後

１
時

▽�

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
４
階

▽�
対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
就
学
前

の
こ
ど
も
と
保
護
者

▽�

定
員　
８
組

▽�

参
加
費　
大
人
４
０
０
円
、
食
事
を

す
る
こ
ど
も
１
５
０
円

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　
エ
プ
ロ
ン
、
三
角

巾
（
貸
し
出
し
あ
り
）

▽�

申
し
込
み　

11
月
28

日
木
ま
で
に
、
２
次

元
コ
ー
ド
か
ら
。
ま

た
は
健
康
づ
く
り
係

（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
３
）
へ

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

■
事
務
補
助
員
（
課
税
係
）

▽�

任
期　
令
和
７
年
１
月
20
日
～
３
月

31
日

※�

勤
務
成
績
が
良
好
で
、
同
職
種
が
あ

る
場
合
に
、
更
新
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
（
た
だ
し
、
７
月
11
日
金
ま
で
）。

▽
募
集
人
数 　
５
人
程
度

▽�

業
務
内
容
　
確
定
申
告
の
受
け
付
け

補
助
、
賦
課
資
料
の
整
理
、
納
税
通

知
書
の
封
入
な
ど

▽�

勤
務
時
間　
①
午
前
８
時
30
分
～
午

後
４
時
30
分�

②
午
前
９
時
～
午
後
５

時
（
ど
ち
ら
も
休
憩
60
分
）

▽�

勤
務
形
態　
月
～
金
の
う
ち
、
シ
フ

ト
制
（
５
人
程
度
に
よ
る
交
代
勤
務
）

▽
報
酬
　
日
給
７
０
１
９
円

▽�

保
険　
な
し

▽�

採
用
条
件　
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
で
き
る
人

▽�

試
験
内
容　
個
人
面
接

※
日
程
は
担
当
課
よ
り
連
絡
し
ま
す
。

▽�

申
し
込
み

　

�

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

12
月
16
日
月
・
午
後
５
時
15
分
ま
で

に
人
事
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
７
４
）

へ
提
出
（
必
着
）

※�

申
込
書
は
、
総
務
課
窓
口
に
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※�
地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
規
定
す
る

欠
格
条
項
に
該
当
す
る
人
は
応
募
で

き
ま
せ
ん
。

※�

会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
一
般
職
と

し
て
地
方
公
務
員
法
の
各
規
定
（
守

秘
義
務
、
職
務
専
念
義
務
、
懲
戒
処

分
な
ど
）が
原
則
適
用
に
な
り
ま
す
。

令
和
６
年
度
第
３
回

県
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

▽�

募
集
住
宅　
県
内
に
所
在
す
る
県
営

住
宅
（
詳
細
は
募
集
案
内
に
記
載
）

▽�

募
集
案
内
配
布
期
間　
11
月
27
日
水

～
12
月
12
日
木

※�

募
集
案
内
は
環
境
住
宅
課
窓
口
に
あ

り
ま
す
。

▽�

受
付
期
間　
12
月
４
日
水
～
12
日
木

▽�

申
し
込
み　
福
岡
県
住
宅
供
給
公
社

県
営
住
宅
管
理
部
管
理
課
（
☎
〈
０

９
２
〉
７
８
１
‐
８
０
２
９
）
へ

特
設
人
権
相
談

　

人
権
や
法
律
の
問
題
で
困
っ
て
い
る

人
は
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き　
12
月
12
日
木
・
午
後
１
時
30

分
～
３
時
30
分

▽
と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
４
階

▽ 

相
談
内
容　
家
庭
、
相
続
、
登
記
、
戸

籍
、
金
銭
、
い
じ
め
・
不
登
校
の
人
権

問
題
な
ど

▽�

相
談
員　
人
権
擁
護
委
員

▽�

相
談
料　
無
料

▽�

問
い
合
わ
せ　
障
が
い
者
・
生
活
支

援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
０
）

※�

事
前
に
相
談
内
容
を
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

募
集
・
相
談

申し込みフォーム

広報あしや　2024.12⑲



年
末
・
生
活
・
困
り
ご
と

電
話
相
談
会

　

生
活
困
窮
状
態
に
あ
る
皆
さ
ん
の
経

済
的
な
法
的
課
題
に
加
え
、
仕
事
や
生

活
、
住
ま
い
な
ど
、
こ
れ
か
ら
の
生
活

に
不
安
を
抱
い
て
い
る
人
た
ち
の
相
談

に
応
じ
、
少
し
で
も
安
心
し
て
年
越
し

を
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
可
能
な
支
援

を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
相
談
会

を
行
い
ま
す
。

▽�

と
き　
12
月
７
日
土
・
午
前
10
時
～

午
後
４
時

▽�

相
談
方
法　

�

電
話
相
談
（
☎
〈
０
９

２
〉
７
２
２
‐
４
１
３
１
）

▽�

相
談
内
容　

�

以
下
の
よ
う
な
相
談
に

司
法
書
士
が
無
料
で
応
じ
ま
す
。
必

要
に
応
じ
、
行
政
機
関
へ
の
同
行
な

ど
の
支
援
も
行
い
ま
す
。

・
生
活
保
護
受
給

・
借
金
問
題

・�

さ
ま
ざ
ま
な
原
因
に
よ
る
生
活
困
窮

や
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど

▽�

問
い
合
わ
せ　

�

福
岡
県
司
法
書
士
会

事
務
局（
☎〈
０
９
２
〉７
２
２
‐
４

１
３
１
）　

人
権
生
活
相
談

　
人
権
に
関
す
る
こ
と
や
生
活
、
就
職
、

進
学
な
ど
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

【
定
例
相
談
】

◎ 

12
月
５
日
木
＝
橋は

し
も
と本

求も
と
む

相
談
員

◎ 

12
月
19
日
木
＝
土ど

い肥
孝た
か
あ
き明
相
談
員

※ 

時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
後
２
時
～
４
時

▽ 

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館

【
定
例
日
以
外
】
直
接
、
相
談
員
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

◎  

橋
本
相
談
員
（
幸
町
８
番
18
号
☎
２

２
３
‐
３
２
０
３
）

◎ 

土
肥
相
談
員
（
浜
口
町
４
番
12
号
☎

２
２
２
‐
０
０
４
４
）

無
料
法
律
相
談

▽�

と
き　
12
月
17
日
火
・
午
後
１
時
30

分
～
4
時
30
分
（
時
間
指
定
不
可
）

▽�

と
こ
ろ　
役
場
２
階

▽�

定
員　
６
人
（
組
）（
事
前
申
し
込
み

先
着
順
）

▽�

相
談
時
間
　
１
人
（
組
）
約
30
分

※ 

申
し
込
み
は
、
一
つ
の
相
談
内
容
に

つ
き
１
枠
で
す
。

※ 

遅
れ
る
と
き
や
相
談
の
取
り
消
し
を
す

る
と
き
は
、必
ず
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

相
談
の
内
容
に
応
じ
て
、
契
約
書
な

ど
の
関
係
書
類
（
写
し
で
も
可
）
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

係
争
中
の
案
件
や
刑
事
事
件
に
関
す

る
相
談
、
同
一
・
同
種
の
案
件
に
つ

い
て
の
反
復
的
・
継
続
的
な
相
談
は

受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。

▽�

申
し
込
み　
12
月
２
日
月
か
ら
庶
務

係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
７
２
）
へ

中
間
・
遠
賀
地
区
出
張
労
働

相
談
会
を
開
催
し
ま
す

　
解
雇
、
賃
金
未
払
い
、

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

な
ど
の
労
働
相
談
に
応

じ
ま
す
。
相
談
無
料
、

秘
密
厳
守
、
事
前
予
約

制
（
12
月
６
日
金
ま
で

に
電
話
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
）

▽�

と
き　
12
月
10
日
火
・
午
後
４
時
（
受

付
は
５
時
30
分
ま
で
）
～
7
時

▽�

と
こ
ろ　
中
間
市
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ

プ
「
夢
ま
る
し
ぇ
」（
中
間
市
蓮
花
寺
）

▽ 

問
い
合
わ
せ　
福
岡
県
北
九
州
市
労

働
者
支
援
事
務
所
（
☎
９
６
７
‐
３

９
４
５
）

コ
グ
ニ
サ
イ
ズ
で
脳
を
活
発
に

認
知
症
予
防
教
室　

　

認
知
症
は
誰
も
が
な
り
得
る
身
近
な

病
気
で
、
症
状
が
出
る
前
か
ら
予
防
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

こ
の
教
室
で
は
、
頭
と
体
を
同
時
に

使
っ
た
運
動
（
コ
グ
ニ
サ
イ
ズ
）
で
脳

の
活
動
を
活
発
に
し
、
自
宅
で
も
継
続

で
き
る
方
法
を
学
び
ま
す
。

▽�

と
き　
12
月
13
日
・
20
日
・
27
日
（
全

お
知
ら
せ

年末の交通安全県民運動年末の交通安全県民運動1212月月1111日日水水～31～31日日火火

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ▼ �問い合わせ　地域振興・交通係（☎２２３‐３５３９）
　交通ルールの遵守と正しいマナーの実
践を習慣づけ、交通事故防止の徹底を目
的に、県下一斉に交通安全運動が行われ
ます。
　一人一人が交通ルールや交通マナーを
守ることの大切さを理解し、自分の命は
自分で守る意識を身につけましょう。

▽ �重点項目　夕暮れ時以降の交通事故防止～横断歩道マナーアップ
運動の推進～、飲酒運転の撲滅、自転車・特定小型原動機付き自
転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

【飲酒運転ダメ！絶対！】飲酒運転は犯罪です。
　「飲酒運転は、絶対しない、させない、許さない。
そして、見逃さない」ことを徹底しましょう。
飲酒運転を見かけたら、迷わず１１０番通報しましょう。

相
談

広報あしや　2024.12芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp ⑳



３
回�

全
て
金
曜
日
）・
午
後
１
時
30

分
（
受
け
付
け
は
午
後
１
時
か
ら
）

～
３
時

▽
と
こ
ろ　
山
鹿
公
民
館

▽
対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
人

▽
定
員　
15
人

▽
参
加
費　
無
料

▽�

申
し
込
み　
12
月
６
日
金
ま
で
に
、
高
齢

者
支
援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
６
）
へ

高
齢
者
の
た
め
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
教
室
を
開
催
し
ま
す

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
方
法
や
ア

プ
リ
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
方
法
な
ど
の
基

本
的
な
こ
と
や
、
健
康
保
険
証
利
用
の

登
録
な
ど
を
学
ぶ
２
回
連
続
の
教
室
で

す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
持
っ
て
い
な

い
人
や
現
在
使
っ
て
い
る
キ
ャ
リ
ア
に

関
わ
ら
ず
参
加
で
き
ま
す
。

▽�

と
き　

�

①�

（
１
回
目
）
令
和
７
年
１
月
16
日
木
・

午
前
10
時
～
午
後
０
時
15
分
、（
2
回

目
）
令
和
７
年
１
月
23
日
木
・
午
後

１
時
～
４
時
30
分

②�

（
１
回
目
）
令
和
７
年
１
月
30
日
木
・

午
前
10
時
～
午
後
０
時
15
分
、（
2
回

目
）
令
和
７
年
２
月
６
日
木
・
午
後

１
時
～
４
時
30
分

③�

（
１
回
目
）
令
和
７
年
２
月
13
日
木
・

午
前
10
時
～
午
後
０
時
15
分
、（
2
回

目
）
令
和
７
年
２
月
20
日
木
・
午
後

１
時
～
４
時
30
分

▽�

と
こ
ろ　
①
中
央
公
民
館
４
階　

②

山
鹿
公
民
館
学
習
室　

③
芦
屋
東
公

民
館
学
習
室

▽�

講
師　
株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ

▽�

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
高
齢
者

の
人
で
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
活
用
方

法
を
学
び
た
い
人

▽�

定
員　
10
人（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

▽�

参
加
費　
無
料

▽�

申
し
込
み　
12
月
２
日
月
か
ら
各
開

催
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
高
齢
者
支

援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
６
）

認
知
症
普
及
啓
発
映
画
上
映
会

　

日
本
の
高
齢
化
は
進
行
し
て
お
り
、

認
知
症
は
誰
も
が
な
り
う
る
身
近
な
病

気
に
な
っ
て
い
ま
す
。
認
知
症
に
な
っ
て

も
希
望
を
持
っ
て
日
常
生
活
を
過
ご
せ

る
社
会
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

す
。
認
知
症
に
対
す
る
正
し
い
理
解
を

深
め
る
た
め
、
認
知
症
に
関
す
る
映
画

の
無
料
上
映
会
を
行
い
ま
す
。
こ
の
映
画

は
自
主
上
映
会
が
国
内
外
で
1
6
0
0

回
を
超
え
て
開
催
さ
れ
続
け
て
い
る
映

画「
ケ
ア
ニ
ン
～
あ
な
た
で
よ
か
っ
た
～
」

（
芦
屋
町
で
は
令
和
４
年
度
に
上
映
）
の

続
編
で
、
大
型
介
護
施
設
を
舞
台
と
し

た
愛
と
感
動
の
物
語
で
す
。
映
画
を
と

お
し
て
、
認
知
症
に
つ
い
て
一
緒
に
学
ん

で
み
ま
せ
ん
か
。

▽�

と
き　
12
月
14
日
土
・
午
前
10
時
（
開

場
は
9
時
か
ら
）
～
正
午

▽
と
こ
ろ　
町
民
会
館
大
ホ
ー
ル

▽ 

内
容　
【
映
画
】
ケ
ア
ニ
ン
～
こ
こ
ろ
に

咲
く
花
～

▽�

キ
ャ
ス
ト　
戸
塚
純じ
ゅ
ん
き貴
、
島
か
お
り

ほ
か

▽�

定
員　
１
０
０
人

▽�

参
加
費　
無
料

▽�

問
い
合
わ
せ　
高
齢
者
支
援
係
（
☎

２
２
３
‐
３
５
３
６
）

マイナンバーカードの
休日窓口を開設します

　平日役場開庁時に、マイナンバーカードの申請
や受け取りができない人のために、次の日程で休
日窓口を開設します。
※�急きょ中止になる場合は、ホームページに掲載
します。

▽ �とき　12月 15 日日・午前８時
30分～正午

▽ �ところ　住民課窓口

▽持ってくるもの　
　�【申請】　申請書（ない場合は役場で交付）、申
請書貼付写真（ない場合は申請時に無料で撮
影）、通知カード、本人確認書類、住民基本台
帳カード（持っている人のみ）
　�【受け取り】　交付通知書、通知カード、本人確
認書類、住民基本台帳カード（持っている人のみ）
※�本人確認書類は、公的機関が発行した免許証な
どの顔写真付きは１点、健康保険証などの顔写
真がないものは２点必要です。
※手続きは本人のみできます。
※�証明書の発行や転入・転出の異動の受け付けな
どは行いません。

▽ �問い合わせ　住民係（☎２２３‐３５３１）

マイナンバ ー 休 日
窓 口ホームページ

夜間飛行訓練を行います
　平日昼間の訓練に加えて、次の日程で夜間飛行
訓練を行います。
【ジェット機】

▽ �とき　12 月 16 日月・17 日火の日没～午後９
時ごろ（予備日＝ 18日水・19 日木）

【救難ヘリコプター・救難捜索機】

▽ �とき　毎週月・火の日没～午後９時ごろ
※ 天候不良の場合、翌日以降を予備日として実施します。

▽ �問い合わせ　航空自衛隊芦屋基地渉外室
　（☎２２３‐０９８１内線２５４）

広報あしや　2024.12㉑



選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
の

お
知
ら
せ

　
寄
付
禁
止
の
ル
ー

ル
を
守
り
ま
し
ょ

う
。
公
職
選
挙
法
に

基
づ
き
禁
止
さ
れ
て

い
る
行
為
が
あ
り
ま
す
。
有
権
者
と
政

治
家
の
両
方
に
関
わ
る
の
で
、
知
ら
ず

知
ら
ず
の
う
ち
に
禁
止
行
為
を
し
な
い

よ
う
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

▪�

政
治
家
か
ら
の
寄
付
禁
止
と
有
権
者

の
寄
付
勧
誘
や
要
求
の
禁
止

　

政
治
家
（
候
補
者
、
立
候
補
し
よ
う

と
す
る
人
、
現
に
公
職
に
あ
る
人
）
が

選
挙
区
内
の
人
や
団
体
に
金
銭
や
物
を

贈
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
有
権
者
が
政
治
家
に
対
し
て
寄
付

を
求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

▪�

年
賀
状
な
ど
の
あ
い
さ
つ
状
の
禁
止

　
政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
対
し
て
、

年
賀
状
な
ど
の
あ
い
さ
つ
状
を
出
す
こ

と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
（
自
筆
の
答

礼
を
除
く
）。

▽�

問
い
合
わ
せ　
芦
屋
町
選
挙
管
理
委
員

会
（
住
民
課
内
☎
２
２
３
‐
３
５
３
１
）

水
道
管
の
凍
結
に
注
意

　
寒
さ
が
厳
し
く
な
る
と
、
水
道
管
や

水
道
メ
ー
タ
ー
が
凍
結
し
た
り
破
裂
し

た
り
し
ま
す
。
露
出
し
た
水
道
管
に
保

温
チ
ュ
ー
ブ
を
巻
い
た
り
、
メ
ー
タ
ー

の
周
り
に
布
を
入
れ
た
ビ
ニ
ー
ル
袋
を

詰
め
た
り
し
て
保
護
し
ま
し
ょ
う
。

　
水
道
管
の
修
理
な
ど
（
有
料
）
は
、
北

九
州
市
上
下
水
道
局
指
定
の
給
水
装
置
工

事
業
者
へ
依
頼
し
ま
し
ょ
う
。

▽�
問
い
合
わ
せ　
北
九
州
市
上
下
水
道

局
西
部
工
事
事
務
所
（
☎
６
４
４
‐

７
８
２
０
）

重
度
の
障
が
い
の
あ
る
人
に

特
別
障
害
者
手
当
が
あ
り
ま
す

　

特
別
障
害
者
手
当
と
は
、
20
歳
以
上

の
人
で
著
し
い
重
度
の
障
が
い
の
た
め
、

日
常
生
活
で
、
常
時
特
別
な
介
護
を
必

要
と
す
る
人
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

在
宅
の
ほ
か
に
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や

有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高

齢
者
向
け
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
人
も

対
象
で
す
。
ま
た
、
障
害
者
手
帳
を
所

持
し
て
い
な
く
て
も
、
医
師
の
診
断
書

な
ど
の
判
断
に
よ
り
、
対
象
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※�

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
。

×�

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
老
人
保
健

施
設
に
入
所
し
て
い
る
人

×�

障
が
い
者
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い

る
人

×�

病
院
に
３
カ
月
を
超
え
て
入
院
し
て

い
る
人

▽�

提
出
書
類　
診
断
書
、
世
帯
全
員
の

住
民
票
、
所
得
課
税
証
明
書
、
本
人

名
義
の
通
帳
の
写
し
、
障
害
者
手
帳

（
所
持
し
て
い
る
場
合
）、
年
金
番
号

の
分
か
る
書
類

▽
給
額　
月
額
２
万
８
８
４
０
円

※�

手
当
の
申
請
に
は
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
障
が
い
者
・
生
活
支

援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
０
）

障
が
い
者
等
自
発
的
活
動

支
援
事
業
補
助
金

　

共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
、
障
が
い

者
や
そ
の
家
族
、
地
域
住
民
な
ど
に
よ

る
、
障
が
い
者
の
権
利
や
自
立
の
た
め

の
働
き
か
け
を
目
的
と
し
た
、
自
発
的

な
活
動
を
行
う
団
体
に
対
し
、
障
が
い

者
等
自
発
的
活
動
支
援
事
業
補
助
金
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

▽�

対
象
団
体　
障
が
い
者
や
そ
の
家
族
、

地
域
住
民
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

主
に
芦
屋
町
に
お
い
て
自
発
的
活
動

を
行
う
５
人
以
上
の
団
体

▽�
対
象
事
業　

・�
障
が
い
者
や
そ
の
家
族
が
お
互
い
の

悩
み
を
共
有
す
る
こ
と
や
情
報
交
換

で
き
る
交
流
事
業

・�

障
が
い
者
の
権
利
や
自
立
の
た
め
社

会
に
働
き
か
け
る
事
業
な
ど

※�

単
年
度
に
完
了
す
る
事
業
に
限
り
ま
す
。

　

講
師
の
謝
礼
や
旅
費
、
事
務
用
消
耗

品
費
、
会
場
や
機
材
の
借
上
料
な
ど
を

対
象
に
交
付
し
ま
す
。

▽�

補
助
額　
１
団
体
に
つ
き
５
万
円
を

上
限
と
し
て
交
付
し
ま
す
。

※�

申
請
受
付
後
、
内
容
の
審
査
・
決
定

を
行
い
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
障
が
い
者
・
生
活
支

援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
０
）

医
師
・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師

資
格
の
届
出
の
お
知
ら
せ

　

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
の
資
格

を
持
っ
て
い
る
人
は
、
2
年
ご
と
に
氏

名
や
住
所
な
ど
の
事
項
を
届
け
出
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
今
年
度

は
そ
の
届
出
年
で
す
。

▽�

届
出
期
限　
令
和
7
年
1
月
15
日
水

▽�

届
出
方
法　
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
で
届
出
。
紙
で
提

出
す
る
場
合
は
、
住
所
地
を
管
轄
す
る

保
健
所
に
所
定
の
届
出
票
を
提
出
。
届

出
票
は
①
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
②
保
健
所
窓
口
で
配
布

▽�

問
い
合
わ
せ　
福
岡
県
保
健
医
療
介

護
総
務
課
（
☎
〈
０
９
２
〉
６
４
３
‐

３
２
３
８
）

看
護
職
員
な
ど
の
業
務
従
事
者

届
出
の
お
知
ら
せ

　

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看

護
師
、
歯
科
衛
生
士
、
歯
科
技
工
士
で
、

お
知
ら
せ

広報あしや　2024.12芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp ㉒



こ
れ
ら
の
免
許
に
係
る
業
務
に
従
事
し

て
い
る
人
は
、
2
年
ご
と
に
、
住
所
・

氏
名
な
ど
を
届
け
出
る
こ
と
が
義
務
づ

け
て
お
り
、
今
年
度
は
届
出
の
年
で
す
。

▽�

届
出
先　
勤
務
地
を
管
轄
す
る
県
保

健
福
祉
環
境
事
務
所

▽
届
出
期
日　
令
和
7
年
１
月
15
日
水

▽�

問
い
合
わ
せ　
福
岡
県
医
療
指
導
課

▪�

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看

護
士
免
許

　

�

医
師・看
護
職
員
確
保
対
策
室（
☎〈
０

９
２
〉‐
６
４
３
‐
３
２
７
６
）

▪�

歯
科
衛
生
士
、
歯
科
技
工
士
免
許

　

�

医
療
指
導
係
（
☎
〈
０
９
２
〉
６
４

３
‐
３
２
７
４
）

労
働
力
調
査
に
ご
協
力
を

　

総
務
省
と
福
岡
県
が
行
う
労
働
力
調

査
は
、
国
の
雇
用
や
失
業
の
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
重
要
な
統
計
調
査
で
す
。

　

調
査
員
が
皆
さ
ん
の
自
宅
を
訪
問
し

た
と
き
は
、
調
査
へ
の
回
答
を
お
願
い

し
ま
す
。
調
査
員
は
必
ず
福
岡
県
の
調

査
員
証
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。
か
た
り

調
査
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
調
査
期
間　
12
月
～
令
和
７
年
４
月

▽
調
査
地
区　
大
字
山
鹿
の
一
部

▽�
問
い
合
わ
せ　
福
岡
県
調
査
統
計
課

調
査
第
一
班
（
☎
〈
０
９
２
〉
６
５

１
‐
１
１
１
１
）

体
育
施
設
の
利
用
登
録
を

受
け
付
け
ま
す

　

総
合
体
育
館
や
小
体
育
館
、
小
中
学

校
体
育
館
な
ど
の
体
育
施
設
を
年
間
を

と
お
し
て
利
用
し
た
い
団
体
は
、
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽�

利
用
期
間　
令
和
7
年
４
月
１
日
火

か
ら
１
年
間

▽�

登
録
条
件　
定
期
的
な
施
設
利
用
が

必
要
な
、
町
内
在
住
者
を
６
割
以
上

含
む
８
人
以
上
の
団
体

※
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
を
除
く

▽�

申
し
込
み　
12
月
16
日
🈷
ま
で
に
、
総

冷蔵庫の中に
安心を

♥�救急医療情報キットを
　�備えましょう
　救急医療情報キット（以下、救急キット）は、家
族の緊急連絡先や、自分のかかりつけ医療機関など
の情報を専用の容器に入れて自宅の冷蔵庫に保管
しておき、急病など緊急時に、救急隊員やかけつけ
た人に必要な情報が伝わるようにするものです。

▽ �対象　65歳以上の一人暮らしの人、65歳以上
の高齢者夫婦世帯、障がい者で一人暮らしの人

▽ �救急キットの内容　
　1救急情報記入用紙（救急連絡カード）

　�2�マグネットシール１枚
　　 （冷蔵庫の扉に貼るもの）、
　　  シール１枚
　　 （玄関の内側に貼るもの）

▽申し込み・配布場所　福祉課窓口　

▽費用　無料

♥�救急キットの容器に入れてい
る情報は、最新のものですか？

　救急連絡カードの記載内容に変更があった場
合、かけつけた人に正しく情報が伝わるように、
必ず書きかえて保管してください。

▽ �問い合わせ
　高齢者支援係　（☎２２３‐３５３６）

3保管容器

合
体
育
館
（
☎
２
２
２
‐
０
１
８
１
）
へ

※�

申
込
書
は
総
合
体
育
館
に
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
申
込
書
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

芦
屋
歴
史
の
里
L
E
D
化
工
事

に
伴
う
臨
時
休
館

　
L
E
D
化
工
事
に
伴
い
芦
屋
歴
史
の

里
を
臨
時
休
館
し
ま
す
。

▽�

休
館
期
間　
12
月
28
日
土
～
令
和
7

年
２
月
11
日
火
・
午
前
９
時
30
分
～

午
後
５
時

※�

工
事
の
進
捗
状
況
に
よ
り
、
休
館
期

間
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
芦
屋
歴
史
の
里
（
☎

２
２
２
‐
２
５
５
５
）
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医
薬
品
の
自
己
負
担
の
仕
組
み

が
変
わ
り
ま
し
た

　
令
和
６
年
10
月
以
降
、
後
発
医
薬
品

（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
）が
あ
る
薬
で
、

先
発
医
薬
品
の
処
方
を
希
望
す
る
場
合

は
、一
部
負
担
金
（
１
～
３
割
）
に
加
え
、

原
則
「
特
別
の
料
金
」
を
支
払
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。（
医
療
上
の
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
除
く
）

　
「
特
別
の
料
金
」
は
、
保
険
診
療
外
の

た
め
、
子
ど
も
医
療
、
重
度
障
が
い
者

医
療
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
な
ど
の

公
費
負
担
医
療
制
度
で
は
助
成
対
象
外

で
す
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。
詳
細
は
、
厚

生
労
働
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
見
て
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
保
険
年
金
係
（
☎
２
２

３
‐
３
５
３
2
）

高
齢
者
新
型
コ
ロ
ナ
定
期
予
防
接
種

を
実
施
し
て
い
ま
す

 

令
和
６
年
10
月
１
日
よ
り
、
65
歳
以

上
の
人
を
対
象
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
定
期

予
防
接
種
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

▽�

と
き　
令
和
７
年
3
月
31
日
🈷
ま
で

▽�

対
象　
接
種
す
る
時
点
で
、
①
65
歳

以
上
②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
心
臓
・

腎
臓
・
呼
吸
器
の
機
能
ま
た
は
ヒ
ト

免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機

能
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、
医
師

が
接
種
を
必
要
と
認
め
た
人

▽�

接
種
回
数　
1
回

▽�

料
金　
課
税
世
帯
の

人
は
３
３
０
０
円
、

生
活
保
護
受
給
者
・

町
民
税
非
課
税
世
帯

（
世
帯
構
成
員
全
員
が
非
課
税
）
の
人

は
、
証
明
書
類
を
指
定
医
療
機
関
に

提
出
す
る
と
無
料
で
接
種
で
き
ま
す
。

証
明
書
類
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
、

必
ず
接
種
前
に
、
健
康
づ
く
り
係
に

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
健
康
づ
く
り
係
（
☎

２
２
３
‐
３
５
３
３
）

国
民
健
康
保
険
健
康
優
良
家
庭

を
表
彰
し
ま
す

　
芦
屋
町
国
民
健
康
保
険
で
は
、
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
の
被

保
険
者
全
員
が
１
年
間
医
療
機
関
な
ど

を
受
診
し
て
お
ら
ず
、
国
民
健
康
保
険

税
に
滞
納
が
な
い
な
ど
、
一
定
の
条
件

を
満
た
し
た
世
帯
を
健
康
優
良
家
庭
と

し
て
表
彰
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
令
和
５
年
度
の
健
康
優

良
家
庭
に
該
当
す
る
世
帯
主
に
対
し

て
、
12
月
に
記
念
品
を
贈
り
ま
す
。

　

町
の
健
康
診
査
を
大
い
に
活
用
し
、

今
後
も
健
康
を
保
持
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�
問
い
合
わ
せ　
保
険
年
金
係
（
☎
２

２
３
‐
３
５
３
２
）

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
（
装
置
）
を

利
用
し
ま
せ
ん
か

　

急
病
や
健
康
相
談
な
ど
が
必
要
な
と

き
、
受
信
セ
ン
タ
ー
に
通
報
で
き
る
装

置
を
貸
与
し
ま
す
。
受
信
セ
ン
タ
ー
は

必
要
に
応
じ
消
防
署
な
ど
に
連
絡
を
行

い
ま
す
。

▽�

対
象　
緊
急
の
通
報
に
困
難
を
抱
え

る
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
発
作
的
な

持
病
な
ど
が
あ
る
一
人
暮
ら
し
高
齢

者
や
寝
た
き
り
の
高
齢
者
・
重
度
身

お
知
ら
せ

厚生労働省
ウェブサイト

芦屋町ホームページ

みんなの

 ね・ん・き・ん
社会保険料控除証明書が
届きます
　日本年金機構から、「社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書」が対象者宛てに
送られます。手元に届いたら大事に保管し、
年末調整や確定申告に使用してください。
令和６年中に納付したものであれば、過去
の年度分や追納した保険料もすべて社会保
険料控除の対象になります。
① �10月下旬～11月上旬に送られてきた人
　令和６年１月１日～９月 30 日の間に保
険料を納付した人
②令和７年２月上旬に送られてくる人
　令和６年 10 月１日～ 12 月 31 日の間に
保険料を納付した人
　マイナポータルとねんきんネットの認証
連携手続きが済んでいる人のうち、ねんき
んネット内で「電子送付を希望する」と登
録している人に対しては、マイナポータル
の「お知らせ」にのみデータを送信します。
※�なお、自分の保険料だけでなく、配偶者
やこどもなどが負担すべき保険料も支払
っている場合、その保険料も合わせて控
除が受けられます。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明
書」に関する相談は、「ねんきん加入者ダイ
ヤル」に問い合わせてください。

▽ �問い合わせ　ねんきん加入者ダイヤル
　（☎０５７０‐００３‐００４）
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体
障
が
い
者
で
、
固
定
電
話
を
設
置

し
て
い
る
人

▽�
料
金　
世
帯
の
課
税
状
況
に
よ
り
ま

す
。
月
額
使
用
料
（
生
活
保
護
世
帯

0
円
、
非
課
税
世
帯
2
0
0
円
、
課

税
世
帯
5
0
0
円
）

▽�

利
用
手
続　

役
場
に
申
し
込
み
後
、

利
用
者
の
世
帯
状
況
や
身
体
状
況
な

ど
を
調
査
し
た
う
え
で
、
実
施
の
可

否
を
決
定
し
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
高
齢
者
支
援
係
（
☎

２
２
3
‐
３
５
３
６
）

遠
賀
郡
駅
伝
競
走
大
会

▽�

と
き　
令
和
７
年

２
月
２
日
日
・
午

前
９
時
か
ら
（
受

け
付
け
は
８
時
10

分
～
30
分
）

※�

荒
天
の
場
合
は
、

２
月
11
日
火
に
延
期
し
ま
す
。

▽�

と
こ
ろ　
芦
屋
海
浜
公
園
内
周
回
コ

ー
ス

▽�

対
象　
小
中
学
生
（
小
学
３
年
生
以

上
）
＝
郡
内
の
学
校
に
在
籍
、
ま
た

は
郡
内
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
に
所
属

し
て
い
る
人�

、
一
般
の
部
（
高
校
生

以
上
）
＝
郡
内
に
住
ん
で
い
る
か
勤

務
し
て
い
る
人
、
ま
た
は
郡
内
の
ス

ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
に
所
属
し
て
い
る
人

▽�

チ
ー
ム
編
成　
小
学
生
＝
学
校
ま
た

は
ク
ラ
ブ
単
位
、
中
学
生
＝
学
校
ま
た

は
ク
ラ
ブ
単
位
、
一
般
＝
各
町
単
位

※�

必
ず
１
チ
ー
ム
５
人
で
編
成
す
る

こ
と

※�

小
学
生
、
中
学
生
女
子
は
１
人
２
㎞
、

中
学
生
男
子
・
一
般
は
１
人
３
㎞

▽�

申
し
込
み　

１
月
10
日
金
ま
で
に
、

芦
屋
町
体
育
協
会
（
☎
２
２
２
‐
０

１
８
８
）
へ

※�

申
込
書
は
芦
屋
町
体
育
協
会
に
あ
り

ま
す
。

※�

水
・
土
・
日
・
祝
休
日
は
休
み
で
す
。

歴
史
探
訪
バ
ス
ツ
ア
ー
「
佐
賀
　
吉

野
ヶ
里
遺
跡
と
吉
野
ヶ
里
以
前
」

　

佐
賀
平
野
に
あ
る
特

別
史
跡
「
吉
野
ヶ
里
遺

跡
」
は
有
名
で
す
が
、

同
遺
跡
以
外
に
も
貴
重

な
史
跡
が
多
く
存
在
し

ま
す
。
佐
賀
地
域
の
歴

史
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
特
色
あ
る
史

跡
を
巡
り
ま
す
。

▽�

と
き　
12
月
15
日
日
・
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時

▽�

見
学
先　
佐
賀
城
本
丸
歴
史
館
、
東ひ
が
し

名み
ょ
う遺
跡
、
吉
野
ヶ
里
歴
史
公
園
ほ
か

▽�

対
象　
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

※
中
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴

▽
定
員　
20
人（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

※
応
募
は
電
話
受
付
の
み

▽�

料
金　
２
２
５
円（
資
料
代
、保
険
料
）

※
別
途
入
館
料
・
昼
食
代
が
必
要
で
す
。

▽�

事
前
研
修
（
参
加
必
須
）　
12
月
７
日

土
午
前
10
時
～
11
時

▽�

申
し
込
み　
11
月
26
日
火
～
30
日
土
・

午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時
に
芦
屋
歴
史

の
里
（
☎
２
２
２
‐
２
５
５
５
）
へ

※
月
曜
日
は
休
館
で
す
。

ク
リ
ス
マ
ス
特
別
呈
茶

　

こ
ど
も
た
ち
も
楽
し
め
る
ク
リ
ス
マ

ス
特
別
呈
茶
を
行
い
ま
す
。
気
軽
に
参

加
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き　
12
月
７
日
土
、
８
日
日
・
午

前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分
受
け

付
け

▽
と
こ
ろ　
芦
屋
釜
の
里
大
茶
室

▽�

内
容　
抹
茶
と
ク
リ
ス
マ
ス
の
和
菓

子
に
よ
る
呈
茶

※
お
点
前
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽�

料
金　
18
歳
以
上
７
０
０
円
、
小
中
学

生
・
高
校
生
４
０
０
円
、（
入
館
料
と
お

茶
代
）、未
就
学
児
３
０
０
円
（
お
茶
代
）

▽�

問
い
合
わ
せ　
芦
屋
釜
の
里
（
☎
２

２
３
‐
５
８
８
１
）

芦
屋
釜
の
里
鋳
物
講
座

「
錫す
ず

の
古
印
作
り
」

　

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
錫
製
の
古
印
を
作
り

ま
す
。（
桐
箱
付
き
）

▽�

と
き　
12
月
15
日
日
午
前
10
時
～
11

時
30
分

▽�

と
こ
ろ　
芦
屋
釜
の
里

▽�

対
象　
小
学
３
年
生
以
上
（
小
学
4

年
生
ま
で
保
護
者
同
伴
）

▽�

定
員　
15
人（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

▽�

料
金　
大
人
１
４
０
０
円
、
高
校
生

以
下
１
２
０
０
円
（
入
館
料
含
む
）

▽�

申
し
込
み　
11
月
30
日
土
～
12
月
７

日
土
の
午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時

ま
で
に
芦
屋
釜
の
里
（
☎
２
２
３
‐

５
８
８
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　芦屋町では、「まちづくりは町民全員が協働してつくるもの」と考え、町
政への提案や意見などをいただく「町長への手紙」と「ご意見箱」があります。
今回は、いただいた町長への手紙・ご意見箱の中から抜粋して紹介します。
�

△ �

問い合わせ　シティプロモーション係（☎２２３‐３５７１）

町長への手紙 ・ ご意見箱

◦�町長への手紙やご意見箱は、町民の皆さんの声
を町政に反映させるためのものです。まちづく
りの提案や意見、日常生活の中で感じているこ
とをお寄せください。
◦�町長への手紙やご意見箱は、必ず町長が目をと
おし、個人のプライバシーや利害にかかわるも
の以外は、差出人へ返事を送ります。できるだ
け、名前と住所などを記入してください。なお、
誹
ひぼうちゅうしょう
謗中傷の類

たぐい
は受け付けません。△

町長への手紙（用紙）の設置場所
　�役場２階企画政策課、町民会館、中央公民館、
山鹿公民館、芦屋東公民館△

ご意見箱
　�芦屋町のホームページにある「ご意見・ご提案」
から送ることができます。

今
号
に
折
り
込
ん
で
い
る

町
長
へ
の
手
紙
（
水
色
）

餌付けをやめるように伝
えるしかありません

　法的に強制させることや、罰則規定がな
いため、お願いという形でお伝えするしか
ありません。放し飼いをやめさせることに
対しても、法律や条例で規定はありません
が、ふん尿被害が起こっていること、室内
飼育をお願いする啓発を広報へ掲載します。

対応

猫の餌付けや放し飼いをや
めさせてほしい

　餌付けをやめさせる何らかの処置を取れ
るようにしてほしい。飼い猫の放し飼いを
やめさせてほしい（野良猫との判別を付け
にくい現状がある）。
� （70歳代　男性）

手紙

ホームページの
「 ご 意 見・ ご 提
案」も活用してっ
ちゃ！

猫による被害に対する対
策をご案内しました

　芦屋町では猫避け器の無償貸し出しを行
っていますので、被害の多い場所に猫避け
器を設置してみてください。また、忌避剤
等のご案内も行っていますので、猫避け器
と併せてご活用いただけたらと思います。

対応

猫が家に入ってきてプラ
ンターをひっくり返す

　２、３年前から猫が塀を乗り越えて、毎
朝プランターをひっくり返して困っていま
す。
� （80歳代　女性）

手紙

ホームページ
ご意見・ご提案

広報あしや　2024.12芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp ㉖



一家に
一台 必ず、あなたの役に立つ

戸別受信機を設置しましょう

■ 戸別受信機を設置しましょう
　⃝ 戸別受信機は、災害時の避難情報や町からの重要な緊急情報を受信する機器で、町からの情報だけではなく、

住んでいる自治区からの情報（区内の行事などのお知らせ）も配信される便利な機器です。まだ、箱から
出していない人は、設置をお願いします。

■  電源（コンセント・電池） の接続
　 　戸別受信機の電源は、普段は AC アダプ

ターを接続し、家庭用コンセント（以下、
コンセント）から取ってください。電池は
停電時に使用しますので、必ず入れておい
てください。

　⃝ コンセントに接続していても、電池は自
然消耗します。また、コンセントに接続
せずに電池だけで使用すると、2、3 日程
度で電池がなくなります。

　⃝ 電池切れの場合（電池を入れていない場
合も）は、受信機右上の「電池」のラン
プが赤く点灯するので、電池を交換して
ください。

　⃝ 液漏れによる故障などを防ぐためにも、
電池は１年に１回は交換しましょう。

　⃝ 電池は、「＋」「－」を正しい向きで入れ
ましょう。間違うと液漏れを起こし、故
障や出火の原因になってしまいます。

■ 受信の確認
　⃝ 受信し、読んでいない情報には、「★」印が付いています。「再生・停止」ボタンを押して、内容を確認し

ましょう。
　⃝ 音量は、受信機の右側下段の音量調整用の「大」「小」ボタンで調整できます。

■ 戸別受信機は町からの貸与品です
　⃝ 戸別受信機は、町からの貸与品です。大切に扱ってください。芦屋町から転出する場合は、必ず総務課に

返却してください。また、一人暮らしの人が亡くなった場合も返却が必要です。
　⃝ 町内で転居する場合は、転居先の自治区の情報が受信できるよう、設定を変更しますので、総務課に戸別

受信機を持ってきてください。

　 ▽  問い合わせ　戸別受信機に係る全般のこと＝庶務係（☎２２３‐３５７２）
　　 戸別受信機の機器や使用方法＝防災ラジオコールセンター（24 時間対応　年中無休）（☎〈０１２０〉
３８８-２８０）

電池を入れた状態でＡＣアダプ
ターにつなぐと、緑ランプが点灯
します（電池切れの場合は、赤ラ
ンプが点灯します）。

画面　

音量調整ボタン
（大／小）

再生・停止ボタン

メッセージ
選択ボタン

（上／下）

画面表示ボタン
（オン／オフ）

電池ランプ

受信電波レベル受信電波レベル
１（小）～５（大）１（小）～５（大）

「 ★ 」は未読の印
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